
 

1 
 

三重県いじめ防止条例 

（目的） 
第１条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体

に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめ防止対策推進法（平

成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のため

の対策に関し、基本理念を定め、並びに県等の責務及び県民等の役割を明らかにするととも

に、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童生徒の尊厳を保持するとともに、児童

生徒が健やかに成長し、安心して生活できる社会をつくることに寄与することを目的とする。 
                                                                           

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 
二 学校 県内に所在する学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）

をいう。 
三 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。 
四 保護者 親権を行う者、未成年後見人及び児童生徒を現に監護する者をいう。 
五 いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。 
六 事業者 営利又は非営利で事業を行う個人又は法人をいう。 

 
（基本理念） 
第 3 条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であること

に鑑み、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を

問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 
２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に

対して行われるいじめを傍観することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及

ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われな

ければならない。 
３ いじめの防止等のための対策は、児童生徒が一人ひとりの違いを理解し、自らを大切に思

う気持ち及び他者を思いやる心を育むことにより、いじめの問題について理解を深め、いじ

めの防止に向けた主体的かつ自主的な行動ができるようになることを旨として行われなけ

ればならない。   
４ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身の保護が最も重

要であることを認識し、国、県、市町、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、

社会総がかりでいじめの問題を克服することを旨として行われなければならない。 
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（いじめの禁止） 
第 4 条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。 
 
（県の責務） 
第 5 条 県は、第 3 条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、いじめの防止等

のための対策について、国、市町、学校の設置者その他の関係者と連携し、施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 
  
（学校の設置者の責務） 
第６条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等の

ために必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて他の学校の設置者又はその他の関係者と

連携するものとする。 
 
（学校及び学校の教職員の責務） 
第７条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童生徒に大きな影 
響を与えることを認識し、児童生徒一人ひとりについての理解を深め、教職員間における情
報の共有を図るとともに協力体制を構築し学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組
み、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは適切かつ迅速に対処するものとする。 

２ 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、

相互に人権を尊重して良好な人間関係を築く素地を養うことがいじめの防止に資すること

を踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育、人権教育及び体験活動の充実を図るものと

する。 
３ 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、

地域住民その他の関係者と連携し、児童生徒がいじめを行わず、かついじめを傍観しない

よう、いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童生徒が主体的かつ自主

的に行うものに対する支援を行うものとする。 
４ 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒及びその保

護者に対するいじめの防止等の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置

を講ずるものとする。  
 
（保護者の責務） 
第８条 保護者は、その監護する児童生徒がいじめを行わず、かついじめを傍観しないよう、 
当該児童生徒に対し、自らを大切に思う気持ち及び他者を思いやる心を育むとともに、規範

意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 
２ 保護者は、その監護する児童生徒の話を聞くとともに様子を見守り、当該児童生徒がいじ

めを受けた場合は適切にいじめから保護するものとする。 
３ 保護者は、国、県、市町、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等の
ための措置に協力するよう努めるものとする。 
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（県民及び事業者の役割） 
第９条 県民及び事業者は、その居住する又は事業を行う地域において児童生徒を見守り、学 
校、家庭その他の関係者と連携し、児童生徒が健やかに成長し安心して生活できる環境づく

りに努めるものとする。 
２ 県民及び事業者は、いじめを発見した場合又はいじめが行われている疑いがあると思われ 
る場合は、県、市町、学校の設置者、その設置する学校又はいじめの防止等に関する機関若

しくは団体に情報を提供するよう努めるものとする。 
 
（児童生徒の役割） 
第 10 条 児童生徒は、自らを大切にするとともに一人ひとりの違いを理解し、互いを尊重す

るよう努めるものとする。 
２ 児童生徒は、いじめを発見した場合又はいじめが行われている疑いがあると思われる場合 
は、傍観することなく学校の教職員、家族又はいじめの防止等に関する機関若しくは団体に 
相談するよう努めるものとする。 

 
（財政上の措置） 
第 11 条 県は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 
 
（いじめ防止基本方針） 
第 12 条 県は、法第十二条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果

的に推進するための基本的な方針（以下この条において「県いじめ防止基本方針」という。）

を定めるものとする。 
２ 県は、いじめに関する状況の変化を踏まえて、必要があるときは県いじめ防止基本方針を

変更するものとする。 
３ 県は、県いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは公表するものとする。 
 
（学校いじめ防止基本方針） 
第 13 条 学校は、法第十三条の規定に基づき、保護者、地域住民等の協力を得て、学校の実 
情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針（以下この 
条において「学校いじめ防止基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 学校は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の項目に位置付ける 
とともに、学校評価の結果を踏まえ、いじめの防止等のための取組の改善を図るよう努める

ものとする。 
３ 学校は、学校いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは公表するものとする。 
 
（いじめの防止等のための組織の活用） 
第 14 条 県は、法第十四条第一項の規定に基づき設置する三重県いじめ問題対策連絡協議会

における情報の交換及び研究の成果並びに同条第三項の規定に基づき設置する三重県いじ

め対策審議会における調査及び研究の成果を、学校の設置者及びその設置する学校のいじめ

の防止等のための対策に活用できるよう必要な措置を講ずるものとする。 
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（いじめの早期発見のための措置） 
第 15 条 学校の設置者及びその設置する学校は、いじめを早期に発見し迅速に対応するため、

当該学校に在籍する児童生徒に対する定期的な調査、面談その他の必要な措置を講ずるとと

もに、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者がいじめに関する相談を行うことができ

る体制を整備するものとする。 
２ 県は、いじめの防止等に関する機関又は団体と連携し、児童生徒、保護者等が安心してい

じめに関する通報及び相談を行うことができる体制を整備するものとする。 
３ 学校の設置者、学校、県、いじめの防止等に関する機関又は団体その他関係者は、前二項

の規定によりいじめに関する通報及び相談を受けた場合は、いじめに関する通報又は相談を

行った者その他関係者の個人情報を適切に保護するものとする。 
 
（いじめの防止等のための人材の確保及び資質の向上） 

第 16 条 県は、いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、研
修の充実を通じた教職員の資質向上、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者の確保そ
の他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進） 
第 17 条 県は、児童生徒及び保護者に対して、インターネットを通じて行われるいじめを防

止し、及び効果的に対処することができるよう、必要な啓発を行うものとする。この場合に

おいて、インターネットを通じて送信される情報、とりわけソーシャルネットワーキングサ 
ービス等を利用して送信等される情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他の特性を踏ま

えるものとする。 
２ 県は、児童生徒がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうか

の監視及びインターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制を整備す

るものとする。 
３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童生徒に対して、インター

ネットの正しく安全な利用方法、情報化社会において適正な活動を行う上で基本となる考え

方及び態度の育成その他必要な教育を行うとともに、その保護者に対して必要な啓発を行う

よう努めるものとする。 
 
（啓発活動） 

第 18 条 県は、いじめが児童生徒の心身に及ぼす重大な影響、いじめを防止することの重要

性、いじめに関する相談及びいじめからの救済に関する制度等について広報その他の啓発を

行うものとする。 
２ いじめの防止等に関する県民の理解を深め、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、

毎年 4 月及び 11 月をいじめ防止強化月間とする。 
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（学校相互間等の連携協力体制の整備） 
第 19 条 県は、市町及び学校の設置者並びにいじめの防止等に関する機関及び団体と連携し、

いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であ

っても、学校がいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する支援、いじめを行った児童

生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことがで

きるよう、学校相互間等の連携及び協力に関する体制を整備するものとする。 
 
（重大事態への対処） 
第 20 条 学校の設置者及びその設置する学校は、法第二十八条第一項に規定する重大事態（以

下「重大事態」という。）が発生した場合には、同条（学校にあっては、法第２９条第１項、

法第３０条第１項、法第３１条第１項及び法第３２条第１項）に規定する調査及び報告を適

切かつ迅速に行うものとする。 
２ 県は、児童生徒又はその保護者から、学校の設置者及びその設置する学校が前項に規定す

る調査及び報告を適切に実施しない等の相談等を受けた場合には、当該学校の設置者及びそ

の設置する学校による調査及び報告が適切かつ迅速に実施されるよう、当該学校の設置者及

びその設置する学校への情報の提供等を行うものとする。 
   
（知事による対処） 
第 21 条 知事は、重大事態に係る調査結果の報告を受け、当該報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法の規定に

より調査を行うことができる。 
 
（学校法人、国立大学法人、学校設置会社及び高等専門学校への協力） 
第 22 条 県は、学校法人（私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条に規定する学校法 

人をいう。）、国立大学に附属して設置される学校を有する国立大学法人（国立大学法人法（平 
成 15 年法律第 112 号）第２条第１項に規定する国立大学法人をいう。）、学校設置会社（構 
造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第２項に規定する学校設置会社をい 
う。）及び高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。）の自主性を尊 
重し、必要に応じて、いじめの防止等のための対策に係る情報の提供その他の協力を行うも 
のとする。 
 

平成３０年４月１日施行 


